【実施要領】
大町市こども計画（案）に対する意見（パブリックコメント）の募集について

　
[bookmark: _Hlk215233449]本計画は、こども基本法第１０条第２項の規定に基づく「市町村こども計画」であり、こどもを権利の主体として尊重し、成長と幸せを支えるための方針を定めるものです。
これまでの、子ども・子育て支援事業計画、次世代育成支援行動計画に加え、子ども・若者計画と子どもの貧困対策についての計画を含め、また、本市の最上位計画である「大町市総合計画」を上位計画とし、分野ごとに策定された関連する他計画との整合性を図りながら策定します。
　計画案について、市民の皆さんからのご意見を募集します。


１ 計画案の公表場所 
（１）大町市ホームページ
（２）子育て支援課（市役所本庁舎３階） 
（３）八坂支所・美麻支所窓口

２ 計画案の公表期間及び意見募集期間 
　令和７年１２月２４日（水）～令和８年１月２３日（金）

３ 意見をお寄せいただくことができる方 
（１）市内に住所を有する方
（２）市内に事務所又は事業所を有する方
（３）市内の事務所又は事業所に勤務する方
（４）市内の学校に在学する方

４ 意見の提出方法
任意様式に、ご意見、ご住所、お名前、性別、年齢、電話番号等を記載の上、下記のいずれかの方法でご提出ください。 
（１）窓口への提出：大町市役所本庁舎３階子育て支援課子育て支援係
（２）郵送による送付先 〒398-8601 長野県大町市大町3887番地 
大町市役所　民生部　子育て支援課　子育て支援係 
（３）ファックスによる送付 （ファックス番号　0261-23-7730） 
（４）電子メールによる送付 （メールアドレスkosodateshienka@city.omachi.nagano.jp）
[image: ]（５）ながの電子申請による提出（ＵＲＬ　https://apply.e-tumo.jp/city-omachi-nagano-u/offer/offerList_detail?tempSeq=65301）
image1.jpeg




